
第

二

千

四

百

七

十

三

号

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定

(

環
境
管
理
課)

五
六
三
ペ
ー
ジ

○
森
林
病
害
虫
等
防
除
法
に
基
づ
く
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
の
公
表

(

森
林
整
備
課)

五
六
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

五
六
四

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

五
六
四

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(
同

)

五
六
五

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(
同

)

五
六
六

○
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

五
六
七

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

五
六
七

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)
五
六
七

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

同

)

五
六
七

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

(

建
設
政
策
課)

五
六
八

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

五
六
九

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

五
七
〇

告

示

岐
阜
県
告
示
第
四
百
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

養
老
郡
養
老
町
有
尾
六
六
四
番
の
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
三
十
一
条
第
二
項
に
規

定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
名
称

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

岐
阜
県
告
示
第
四
百
六
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
を
次

の
よ
う
に
公
表
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

区
域
及
び
期
間

平成25年８月23日 岐 阜 県 公 報 第２４７３号( 563 )

○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日



県
道

道
路
の
種
類

下

山

名

丸
線

路
線
名

下
呂
市
馬
瀬
惣
島
字
見
座
垣
内
一

七
一
一
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

字
三
ツ
又
瀬
五

二
四
番
二
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･��･�平成��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

１

区
域

岐
阜
市
、
大
垣
市
、
多
治
見
市
、
関
市
、
中
津
川
市
、
美
濃
市
、
瑞
浪
市
、
恵
那
市
、
美
濃
加

茂
市
、
土
岐
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市
、
山
県
市
、
本
巣
市
、
郡
上
市
、
下
呂
市
、
海
津
市
、
養

老
郡
養
老
町
、
不
破
郡
垂
井
町
及
び
関
ケ
原
町
、
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
池
田
町
、
加

茂
郡
坂
祝
町
、
富
加
町
、
川
辺
町
、
七
宗
町
、
八
百
津
町
、
白
川
町
及
び
東
白
川
村
並
び
に
可
児

郡
御
嵩
町
一
円

２

期
間

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
一
年
間

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等(
伐
採
さ
れ
た
樹
木
そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の

幹
及
び
枝
条(

用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。)

並
び
に
こ
れ
ら
の
包
装
を
い
う
。)

は
、

松
く
い
虫
を
防
除
し
、
検
査
し
た
後
で
な
け
れ
ば
移
動
さ
せ
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
特
別
伐
倒
駆
除

を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
、
事
前
に
移
動
場
所
、
期
間
、
数
量
及
び
駆
除
予
定
時
期
を
、
伐
採
木
等
の

所
在
す
る
地
域
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
長
に
届
け
出
て
承
認
さ
れ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
１
の
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら
み

て
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
ま
ん
延
し
、
一
の
１
の
区
域
及
び
そ

の
周
辺
の
松
林
に
損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他

一
の
１
の
区
域
内
に
お
い
て
三
に
掲
げ
る
伐
採
木
等
を
所
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
表
の
告
示
の
日

か
ら
二
週
間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
、
三
に
掲
げ
る
伐
採
木
等
の
所
在
す
る
地

域
を
所
管
す
る
農
林
事
務
所
を
経
由
し
て
知
事
に
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

岐
阜
県
告
示
第
四
百
七
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路

維
持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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自
由
民
主
党
久
瀬

支
部

自
由
民
主
党
春
日

支
部

政
治
団
体
の
名
称

横
家
敏
昭
後
援
会

山
田
ま
さ
る
後
援
会

森
元
則
後
援
会

ひ
ら
か
れ
た
羽
島
を
つ
く
る
会

橋
本
た
け
お
を
育
て
る
会

中
村
重
光
後
援
会

加
茂
歯
科
医
師
連
盟

政
治
団
体
の
名
称

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

異
動

事
項

杉
本
一
義

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日

六
合
918

森
泰
朗

新

鈴
木

勲

安
井
和
夫

森
政
實

木
全
幹
典

安
藤

盾

竹
中
正
明

山
田
幸
治

代
表

者

の
氏

名

高
橋
嘉
明

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
春
日

六
合
928

野
原
康
義

旧

横
家
和
明

山
田
多
恵

本
田
俊
夫

木
全
幹
典

橋
本
圭
二

沖
和
広

山
本
秀
司

会
計
責
任
者

の
氏

名

加
茂
郡
白
川
町
切
井
1501

羽
島
市
正
木
町
新
井
938

海
津
市
海
津
町
五
町
31

羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
３
―
２
―
１

海
津
市
南
濃
町
志
津
1029

本
巣
市
曽
井
中
島
15―
７

加
茂
郡
富
加
町
羽
生
1494―

４

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

富
田
こ
う
じ
後
援

会 政
治
結
社
大
日
本

櫻
誠
塾

清
水
政
則
後
援
会

岐
阜
県
歯
科
医
師

連
盟

伊
藤
た
か
よ
し
後

援
会

石
井
み
ど
り
岐
阜

県
後
援
会

安
八
町
の
明
日
を

考
え
る
会

自
由
民
主
党
谷
汲

支
部

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

代
表

者

代
表

者

代
表

者

代
表

者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

会
計
責
任
者

代
表

者

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

岐
阜
市
上
土
居
１
―
13

―
19

関
市
板
取
1516―

１

�
橋

卓

横
森
俊
雄

水
野
秀
行

横
森
俊
雄

丹
羽
正
治

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

名
礼
246―

２

高
橋
元
之

高
橋
元
之

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
乙
原

84

岐
阜
市
上
土
居
４
―
４

―
18

各
務
原
市
那
加
岩
地
町

１
―
10

宮
川

優

�
木
幹
正

西
尾
弘
行

�
木
幹
正

渡
辺
浩
二

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲

長
瀬
字
岡
田
1821―

３

所
登
喜
雄

所
登
喜
雄

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
日
坂

305

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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由
友
会

森
本
文
一
後
援
会

光
岡
か
つ
ま
さ
後
援
会

羽
翔
会

な
か
よ
し
の
党
岐
阜
県
支
局

土
屋
隆
義
を
育
て
る
後
援
会

�
野
智
後
援
会

大
耕
会

大
山
こ
う
じ
後
援
会

安
八
町
の
明
日
を
考
え
る
会

政
治
団
体
の
名
称

名
古
屋
税
理
士
政

治
連
盟
多
治
見
支

部 名
古
屋
税
理
士
政

治
連
盟
関
支
部

名
古
屋
税
理
士
政

治
連
盟
岐
阜
県
支

部
連
合
会

名
古
屋
税
理
士
政

治
連
盟
岐
阜
北
支

部

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

代
表

者

会
計
責
任
者

代
表

者

鈴
木

登

森
本
勝
広

依
馬
和
昌

森
義
雄

伊
藤
泰
子

土
屋
正
一

�
木
忠
良

大
山
耕
二

井
戸
俊
作

丹
羽
正
治

代
表

者

の
氏

名

森
川
朋
美

大
野
義
豊

西
田
憲
幸

中
村
博
逸

石
黒
敏
司

今
井
正
義

河
合
敏
則

�
井
直
樹

佐
合
隆
治

森
本
久
子

三
宅
一
嘉

白
木
義
春

草
野
定
美

土
屋
萬
里
子

佐
竹

衛

波
多
野
運� 波

多
野
運� 丹

羽
正
治

会
計
責
任
者

の
氏

名

堀
正
幸

星
野
辰
吉

工
藤

智

黒
岩
清
保

廣
瀬
嘉
彦

篠
嵜

馨

後
藤
芳
明

波
多
野
光
裕

美
濃
加
茂
市
深
田
町
３
―
11―
７

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
谷
汲
神
原
1135

恵
那
市
東
野
2246―

２

羽
島
市
江
吉
良
町
470―

１

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
630―

30

瑞
穂
市
十
九
条
245―

1

養
老
郡
養
老
町
蛇
持
347

中
津
川
市
千
旦
林
1540―

１

中
津
川
市
千
旦
林
1540―

１

安
八
郡
安
八
町
森
部
373

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

西
村
ま
さ
み
岐
阜

県
後
援
会

平
成
25年

７
月
22日

平
成
25年

６
月
24日

平
成
24年

12月
１
日

平
成
25年

７
月
25日

平
成
25年

６
月
13日

平
成
25年

６
月
24日

平
成
25年

６
月
28日

平
成
25年

６
月
25日

平
成
25年

６
月
25日

平
成
25年

５
月
31日

解
散

年
月
日 代

表
者

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

横
森
俊
雄

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

�
木
幹
正

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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富
田
耕
二

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

木
全
幹
典

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

富
田
こ
う
じ
後

援
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

岐
阜
県
議
会
議
員

公
職
の
種
類

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

異
動
事
項

ひ
ら
か
れ
た
羽
島
を

つ
く
る
会

資
金
管
理
団
体
の

名
称

岐
阜
市
上
土
居
１
―

13―
19

新 羽
島
市
竹
鼻
町
丸

の
内
３
―
２
―
１

主
た
る
事
務
所
の

所
在

地

岐
阜
市
上
土
居
４
―

４
―
18

旧 木
全
幹
典

代
表
者
の

氏
名

公

示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
資

金
管
理
団
体
指
定
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
安
穏
塾

三

代

表

者

の

氏

名

森
下

泰
昭

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
下
岡
本
町
一
六
三
一
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
在
宅
で
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
や
健
康
な
高
齢

者
に
対
し
て
、
地
域
に
根
ざ
し
助
け
合
い
と
生
き
が
い
の
場
と
し

て
、
高
齢
者
い
き
い
き
事
業
・
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
な
ど
を
行
い
、

す
べ
て
の
人
々
が
安
心
と
生
き
が
い
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
が
で

き
る
地
域
社
会
づ
く
り
と
、
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
け
ぼ
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

鵜
飼

武
彦
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平
成
二
十

五
年
七
月

二
日

平
成
二
十

五
年
五
月

三
十
日

平
成
二
十

五
年
五
月

二
十
九
日

平
成
二
十

五
年
五
月

二
十
九
日

取
消
年
月

日

成
田
工
業

株
式
会
社

株
式
会
社

メ
イ
ホ
ー

エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ

大
倉
コ
ー

キ
ン
グ

大
橋
木
工

所 商
号
又
は

名
称

代
表
取
締

役

成
田

弘
美

代
表
取
締

役

尾
松

豪
紀

大
倉
和
生

大
橋
増
美

代
表
者
の

氏
名

岐
阜
市
千
手
堂

北
町
一
丁
目
一

七
番
地

大
垣
市
林
町
二

丁
目
六
一
番
地

の
二

養
老
郡
養
老
町

大
巻
一
〇
四
〇

番
地

養
老
郡
養
老
町

押
越
七
一
七
番

地
五

主
た
る
営
業
所

の
所
在
地

般
二
十
三
―

一
四
五
一

般
二
十
一
―

二
〇
〇
七
三

六 般
二
十
二
―

二
〇
〇
八
一

一 般
二
十
二
―

七
五
五
七

許
可
番
号

建
築
及
び
建
具
工
事

業 管
工
事
業

防
水
工
事
業

内
装
仕
上
工
事
業

取
り
消
し
た
工
事
業

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
大
宝
町
一
丁
目
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

本
法
人
は
、
精
神
障
害
者
及
び
そ
の
家
族
の
福
祉
向
上
の
た
め

に
、
全
て
の
人
に
対
し
て
、
当
事
者
の
自
立
、
社
会
復
帰
、
環
境

の
整
備
及
び
維
持
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
精
神
障
害
者
福
祉
の

充
実
し
た
明
る
い
社
会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
緑
風
川
島

三

代

表

者

の

氏

名

松
田

千
晴

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
戎
町
四
丁
目
二
一
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
社
会
に
向
け
て
、
人
権
及
び
環
境
に
関
す

る
様
々
な
啓
蒙
啓
発
活
動
を
行
い
、
ま
た
清
掃
美
化
活
動
及
び
環

境
の
管
理
等
を
通
し
て
暮
ら
し
や
す
い
地
域
社
会
の
形
成
に
貢
献

し
、
も
っ
て
誰
も
が
安
心
・
安
全
で
豊
か
に
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く

り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
五
年
八
月
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
可
児
市
国
際
交
流
協
会

三

代

表

者

の

氏

名

豊
島

正
治

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
市
下
恵
土
一
一
八
五
番
地
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
社
会
に
対
し
て
、
地
域
に
生
活
す
る
人
々

が
共
に
協
力
し
あ
い
、
共
に
交
流
し
、
学
び
あ
い
、
協
働
活
動
等

を
行
う
こ
と
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
国
籍
や
民
族
文
化
・
社
会

環
境
の
異
な
る
人
々
が
、
等
し
く
平
和
に
共
生
で
き
る
多
文
化
共

生
社
会
を
築
く
事
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
建
設
業
法
に
基
づ
く
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号(

廃
業
等)

の
規
定
に
基

づ
き
、
次
の
と
お
り
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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平
成
二
十

五
年
七
月

十
九
日

平
成
二
十

五
年
七
月

十
日

平
成
二
十

五
年
七
月

九
日

平
成
二
十

五
年
七
月

八
日

平
成
二
十

五
年
七
月

八
日

平
成
二
十

五
年
七
月

五
日

平
成
二
十

五
年
七
月

五
日

平
成
二
十

五
年
七
月

五
日

平
成
二
十

五
年
七
月

五
日

平
成
二
十

五
年
七
月

四
日

株
式
会
社

太
信

株
式
会
社

丸
萬
後
藤

興
業

日
装

株
式
会
社

ア
ル
プ
ス

サ
イ
ン

板
屋
重
機

建
設
株
式

会
社

株
式
会
社

早
川
工
務

店 尾
藤
建
設

合
同
会
社

株
式
会
社

メ
イ
ホ
ー

エ
ン
ジ
ニ

ア
リ
ン
グ

機
設
サ
ー

ビ
ス
株
式

会
社

合
資
会
社

安
田
ブロッ

ク
工
業
所

代
表
取
締

役

大
野

誠
信

代
表
取
締

役

後
藤

教
和

日
比
野
直

哉 代
表
取
締

役

亀
谷

豊 代
表
取
締

役

田
中

英
伸

代
表
取
締

役

早
川

貴
典

代
表
社
員

尾
藤
昇

代
表
取
締

役

尾
松

豪
紀

代
表
取
締

役

日
比

野
猛

無
限
責
任

社
員

安

田
正
弘

大
野
郡
白
川
村

保
木
脇
二
一
一

番
地
の
六

岐
阜
市
忠
節
町

四
丁
目
七
三
番

地 大
垣
市
和
合
本

町
一
丁
目
五
五

七
番
地

飛
騨
市
神
岡
町

船
津
二
〇
九
一

番
地

本
巣
市
根
尾
東

板
屋
字
牧
ヶ
島

一
五
〇
二
番
地

中
津
川
市
付
知

町
八
六
三
〇
番

地
一

岐
阜
市
加
納
南

陽
町
一
―
二
九

大
垣
市
林
町
二

丁
目
六
一
番
地

の
二

美
濃
加
茂
市
太

田
町
字
倉
知
二

八
六
四
番
地
二

四 関
市
倉
知
一
〇

九
〇

般
二
十
二
―

一
二
二
五
一

特
二
十
四
―

一
三
三
三
六

般
二
十
三
―

二
〇
〇
八
六

四 般
二
十
四
―

三
〇
二
七

般
二
十
四
―

一
六
四
五
〇

般
二
十
三
―

一
七
五
二

般
二
十
一
―

一
〇
二
一
四

三 般
二
十
五
―

二
〇
〇
七
三

六 般
二
十
二
―

五
〇
〇
二
三

四 般
二
十
二
―

八
八
九
四

建
築
工
事
業

建
築
工
事
業

塗
装
工
事
業

電
気
工
事
業

土
木
及
び
と
び
・
土

工
工
事
業

土
木
、
建
築
、
と
び
・

土
工
、
管
、
ほ
装
、

塗
装
、
防
水
及
び
水

道
施
設
工
事
業

土
木
、
と
び
・
土
工

及
び
ほ
装
工
事
業

電
気
通
信
工
事
業

と
び
・
土
工
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

平
成
二
十

五
年
七
月

三
十
日

平
成
二
十

五
年
七
月

二
十
四
日

平
成
二
十

五
年
七
月

二
十
四
日

平
成
二
十

五
年
七
月

二
十
二
日

平
成
二
十

五
年
七
月

十
九
日

田
中
金
属

中
部
テ
レ
ッ

ク 株
式
会
社

舘
林

早
川
塗
装

店 株
式
会
社

朝
日
産
業

田
中
徳
尚

花
井
芳
明

代
表
取
締

役

舘
林

輝
義

早
川
義
幸

代
表
取
締

役

新
井

信
秀

岐
阜
市
鏡
島
一

四
九
五
番
地
一

〇 岐
阜
市
中
鶉
七

―
六
八
―
五

恵
那
市
大
井
町

二
〇
八
七
―
五

二
一

岐
阜
市
日
野
東

三
丁
目
九
番
五

号 高
山
市
朝
日
町

甲
一
三
七
四
―

一
番
地

般
二
十
二
―

一
〇
二
三
八

二 般
二
十
四
―

一
〇
二
六
〇

四 般
二
十
二
―

一
三
二
〇
八

般
二
十
四
―

一
〇
一
八
八

四 般
二
十
―
一

四
三
二
六

屋
根
及
び
板
金
工
事

業 防
水
工
事
業

電
気
工
事
業

塗
装
工
事
業

大
工
工
事
業

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

岐
阜
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

都
市
計
画
基
本
図
作
成)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
七
月
二
十
九
日
か
ら

同

二
十
六
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
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四

作
業
地
域

岐
阜
市
長
が
指
定
す
る
場
所

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
瑞
浪
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

瑞
浪
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
八
月
十
二
日
か
ら

同

年
九
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

瑞
浪
市
釜
戸
町

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

可
児
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
五
年
八
月
七
日
か
ら

同

年
九
月
三
十
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市
虹
ケ
丘

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
自
動
暗
号
化
管
理
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
及
び
維
持
管
理
業
務
一

式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
25年
５
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
25年
６
月
26日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
一
丁
目
10番
１
号

富
士
通
リ
ー
ス
株
式
会
社
中
部
支
店

支
店
長
松
田
實

６
契
約
金
額
29,665,440円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
証
跡
管
理
シ
ス
テ
ム
の
賃
貸
借
及
び
維
持
管
理
業
務
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
25年
５
月
14日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
25年
６
月
26日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
長
住
町
十
丁
目
１
番

日
通
商
事
株
式
会
社
岐
阜
支
店

支
店
長
樋
口
雅
也

６
契
約
金
額
27,657,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


